
事業のご報告
2024年度上期

自 2024年4月1日　至 2024年9月30日

SANO SHINKIN BANK MINI DISCLOSURESANO SHINKIN BANK MINI DISCLOSURE



80,000

90,000

100,000

110,000

120,000

130,000

40,000

45,000

50,000

55,000

預金の状況
預金積金残高は、上期中1,952百万円増加し123,956百万円となり

ました。

貸出金の状況
貸出金残高は、上期中1,169百万円増加し55,971百万円となり

ました。

預かり資産の状況
預かり資産残高は、上期中395百万円増加し7,924百万円となり

ました。 2024年9月末残高 55,971百万円

（注）業種別区分は日本標準産業分類に準じて、
　　残高５億円以下の業種を「その他」表示しております。

　当金庫の2024年９月期の自己資本比率は、当期純利益の計上により
同比率算出式における分子となるコア資本が増加したため、前期比
0.21ポイント上昇し10.73％となりました。
　なお、信用金庫など国内のみで業務を行う金融機関に必要とされる
水準である４％（国内基準）を上回る水準を維持しております。

自己資本比率の状況について

　業務純益は、貸出金利息、預け金利息及び有価証券利息配当金の
増加により業務収益が前年同期比45百万円増加となるも、国債等債券
売却損の増加、経費も退職年金運用損の計上により人件費が増加し
業務費用は前年同期比127百万円増加となり24百万円と前年同期比
81百万円減少となりました。
　経常利益は、償却債権取立益、貸倒引当金戻入益の計上により125百
万円と前年同期比38百万円増加となりました。
　当期純利益は、102百万円と前年同期比43百万円増加となりました。

損益の状況について

製造業／6,715
地方公共団体／4,969個人／13,229

建設業／6,017

運輸業、郵便業／2,149

卸売業、小売業／3,963

不動産業／10,551
飲食業／845
生活関連サ―ビス業、
娯楽業／834
医療・福祉／3,354

その他／1,845

（注）１．その他有価証券で時価のあるものは、時価会計により当該事業年度末に時価評価を行い、時価をもって貸借対照表価額としています。
　　２．上記のその他は、投資信託等です。

（単位：百万円）

（単位：百万円）

投資信託／1,995

一般国債／1

終身保険／4,237

個人年金保険／1,555
個人向け国債／134

（注）上記の円グラフは、預かり資産の内訳を表示しております。
（単位：百万円）

自己資本比率の状況
項　　　　　目

5,688

135

5,552

51,745

10.73％

5,587

129

5,457

51,873

10.52％

2024年９月期 2024年３月期
（単位：百万円）

コア資本に係る基礎項目 （A）

コア資本に係る調整項目 （B）

自 己 資 本 額（A）-（B）=（C）

リスク・アセット等計 （D）

自己資本比率（%） （C）/（D）

貸出金の業種別残高

2024年9月末2024年3月末

（百万円） （百万円）

2024年9月末2024年3月末

業 務 純 益

実 質 業 務 純 益

コ ア 業 務 純 益

コ ア 業 務 純 益
（投資信託解約損益を除く）

経 常 利 益

当 期 純 利 益

（単位：百万円）

2024年9月期

24

24

87

87

125

102

2023年9月期

106

105

88

88

87

58

業務純益

保有有価証券の時価情報

信用金庫法開示債権（リスク管理債権）及び金融再生法開示債権の保全・引当状況

その他
サ―ビス業／1,494

（注）１．「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」とは、破産手続開始、更生手
続開始、再生手続開始の申立て等の事由により経営破綻に陥ってい
る債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権です。

　　２．「危険債権」とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政
状態及び経営成績が悪化し、契約に従った債権の元本の回収及び利
息の受取りができない可能性の高い債権で、「破産更生債権及びこれ

破産更生債権及びこれらに準ずる債権
危険債権
要管理債権
　　三月以上延滞債権
　　貸出条件緩和債権
小計（Ａ）
保　全　額（Ｂ）
　　個別貸倒引当金（Ｃ）
　　一般貸倒引当金（Ｄ）
　　担保・保証等（Ｅ）
保全率　（Ｂ）／（Ａ）（％）
引当率　（（Ｃ）＋（Ｄ））／（（Ａ）－（Ｅ））（％）
正常債権（Ｆ）
総与信残高（Ａ）＋（Ｆ）

2024年3月末2024年9月末
574
699
125
0

125
1,399
1,280
137
1

1,141
91.52
53.94
53,451
54,850

236
737
84
0
84

1,059
949
45
1

902
89.64
30.04
54,968
56,027

区　分

（注）１．満期保有目的の債券で時価のあるものは、償還まで保有することを条件に簿価（償却原価）を持って評価することが認められています。

（単位：百万円）

種類

合　　計

合　　計

国債
地方債
短期社債
社債
その他
小計

国債
地方債
短期社債
社債
その他
小計

―
―
―
28
―
28
188
―
―
―
―
188
216

―
―
―
29
―
29
183
―
―
―
―
183
212

―
―
―
0
―
0

△ 5
―
―
―
―
△ 5
△ 4

188
―
―
30
―
218
―
―
―
―
―
―
218

188
―
―
31
―
220
―
―
―
―
―
―
220

0
―
―
0
―
1
―
―
―
―
―
―
1

時価が貸借対照表
計上額を超えるもの

時価が貸借対照表
計上額を超えないもの

貸借対照表計上額 時価 差額 貸借対照表計上額 時価 差額
満期保有目的の債券

2024年9月末 2024年3月末

種類

株式
債券
 国債
 地方債
 短期社債
 社債
外国証券
その他
小計

株式
債券
 国債
 地方債
 短期社債
 社債
外国証券
その他
小計

595
5,302
1,835
1,803
―

1,663
2,111
927
8,937
204

10,267
1,793
1,974
―

6,498
5,087
5,103
20,662
29,599

446
5,274
1,819
1,800
―

1,654
1,851
792
8,365
229

10,601
1,913
2,000
―

6,687
5,193
6,017
22,041
30,406

149
27
15
3
―
8

259
134
572
△ 25
△ 334
△ 119
△ 25
―

△ 189
△ 106
△ 913
△ 1,379
△ 807

792
4,882
2,370
1,519
―
992
2,393
1,060
9,129
126
8,286
1,479
1,185
―

5,621
4,807
5,002
18,223
27,352

574
4,810
2,370
1,519
―
987
2,098
873
8,356
139
8,593
1,607
1,200
―

5,785
4,946
5,907
19,587
27,944

218
71
47
19
―
4

295
187
772
△ 13
△ 307
△ 128
△ 14
―

△ 164
△ 138
△ 905
△ 1,364
△ 591

貸借対照表計上額が
取得原価を
超えるもの

貸借対照表計上額が
取得原価を
超えないもの

貸借対照表計上額 取得原価 評価差額 貸借対照表計上額 取得原価 評価差額
その他有価証券

2024年9月末 2024年3月末

（単位：百万円）
らに準ずる債権」に該当しない債権です。

　　３．「要管理債権」とは、信用金庫法上の「三月以上延滞債権」に該当する
貸出金と「貸出条件緩和債権」に該当する貸出金の合計額です。

　　４．「三月以上延滞債権」とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日
から三月以上遅延している貸出金で、「破産更生債権及びこれらに準
ずる債権」及び「危険債権」に該当しない貸出金です。

　　５．「貸出条件緩和債権」とは、債務者の経営再建等を図ることを目的とし
て、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他
の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で、「破産更生債権及び
これらに準ずる債権」、「危険債権」及び「三月以上延滞債権」に該当し
ない貸出金です。

　　６．「個別貸倒引当金」（Ｃ）は、貸借対照表上の個別貸倒引当金の額のう
ち、「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」及び「危険債権」の債権
額に対して個別に引当計上した額の合計額です。

　　７．「一般貸倒引当金」（Ｄ）には、貸借対照表上の一般貸倒引当金の額の
うち、要管理債権の債権額に対して引当てた額を記載しております。

　　８．「担保・保証等」（Ｅ）は、自己査定に基づいて計算した担保の処分可能
見込額及び保証による回収が可能と認められる額の合計額です。

　　９．「正常債権」（Ｆ）とは、債務者の財政状態及び経営成績に特に問題が
ない債権であり、「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」、「危険債
権」及び「要管理債権」以外の債権です。

　　10．「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」、「危険債権」及び「正常債
権」が対象となる債権は、貸借対照表の「有価証券」中の社債（その元
本の償還及び利息の支払の全部又は一部について保証しているもの
であって、当該社債の発行が有価証券の私募（金融商品取引法第２
条第３項）によるものに限る。）、貸出金、外国為替、「その他資産」中の
未収利息及び仮払金並びに債務保証見返の各勘定に計上されるも
の並びに注記されている有価証券の貸付けを行っている場合のその
有価証券（使用貸借又は賃貸借契約によるものに限る。）です。

122,004 123,956 54,802 55,971
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預金の状況
預金積金残高は、上期中1,952百万円増加し123,956百万円となり

ました。

貸出金の状況
貸出金残高は、上期中1,169百万円増加し55,971百万円となり

ました。

預かり資産の状況
預かり資産残高は、上期中395百万円増加し7,924百万円となり

ました。 2024年9月末残高 55,971百万円

（注）業種別区分は日本標準産業分類に準じて、
　　残高５億円以下の業種を「その他」表示しております。

　当金庫の2024年９月期の自己資本比率は、当期純利益の計上により
同比率算出式における分子となるコア資本が増加したため、前期比
0.21ポイント上昇し10.73％となりました。
　なお、信用金庫など国内のみで業務を行う金融機関に必要とされる
水準である４％（国内基準）を上回る水準を維持しております。

自己資本比率の状況について

　業務純益は、貸出金利息、預け金利息及び有価証券利息配当金の
増加により業務収益が前年同期比45百万円増加となるも、国債等債券
売却損の増加、経費も退職年金運用損の計上により人件費が増加し
業務費用は前年同期比127百万円増加となり24百万円と前年同期比
81百万円減少となりました。
　経常利益は、償却債権取立益、貸倒引当金戻入益の計上により125百
万円と前年同期比38百万円増加となりました。
　当期純利益は、102百万円と前年同期比43百万円増加となりました。

損益の状況について

製造業／6,715
地方公共団体／4,969個人／13,229

建設業／6,017

運輸業、郵便業／2,149

卸売業、小売業／3,963

不動産業／10,551
飲食業／845
生活関連サ―ビス業、
娯楽業／834
医療・福祉／3,354

その他／1,845

（注）１．その他有価証券で時価のあるものは、時価会計により当該事業年度末に時価評価を行い、時価をもって貸借対照表価額としています。
　　２．上記のその他は、投資信託等です。

（単位：百万円）

（単位：百万円）

投資信託／1,995

一般国債／1

終身保険／4,237

個人年金保険／1,555
個人向け国債／134

（注）上記の円グラフは、預かり資産の内訳を表示しております。
（単位：百万円）

自己資本比率の状況
項　　　　　目

5,688

135

5,552

51,745

10.73％

5,587

129

5,457

51,873

10.52％

2024年９月期 2024年３月期
（単位：百万円）

コア資本に係る基礎項目 （A）

コア資本に係る調整項目 （B）

自 己 資 本 額（A）-（B）=（C）

リスク・アセット等計 （D）

自己資本比率（%） （C）/（D）

貸出金の業種別残高

2024年9月末2024年3月末

（百万円） （百万円）

2024年9月末2024年3月末

業 務 純 益

実 質 業 務 純 益

コ ア 業 務 純 益

コ ア 業 務 純 益
（投資信託解約損益を除く）

経 常 利 益

当 期 純 利 益

（単位：百万円）

2024年9月期

24

24

87

87

125

102

2023年9月期

106

105

88

88

87

58

業務純益

保有有価証券の時価情報

信用金庫法開示債権（リスク管理債権）及び金融再生法開示債権の保全・引当状況

その他
サ―ビス業／1,494

（注）１．「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」とは、破産手続開始、更生手
続開始、再生手続開始の申立て等の事由により経営破綻に陥ってい
る債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権です。

　　２．「危険債権」とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政
状態及び経営成績が悪化し、契約に従った債権の元本の回収及び利
息の受取りができない可能性の高い債権で、「破産更生債権及びこれ

破産更生債権及びこれらに準ずる債権
危険債権
要管理債権
　　三月以上延滞債権
　　貸出条件緩和債権
小計（Ａ）
保　全　額（Ｂ）
　　個別貸倒引当金（Ｃ）
　　一般貸倒引当金（Ｄ）
　　担保・保証等（Ｅ）
保全率　（Ｂ）／（Ａ）（％）
引当率　（（Ｃ）＋（Ｄ））／（（Ａ）－（Ｅ））（％）
正常債権（Ｆ）
総与信残高（Ａ）＋（Ｆ）

2024年3月末2024年9月末
574
699
125
0

125
1,399
1,280
137
1

1,141
91.52
53.94
53,451
54,850

236
737
84
0
84

1,059
949
45
1

902
89.64
30.04
54,968
56,027

区　分

（注）１．満期保有目的の債券で時価のあるものは、償還まで保有することを条件に簿価（償却原価）を持って評価することが認められています。

（単位：百万円）

種類

合　　計

合　　計

国債
地方債
短期社債
社債
その他
小計

国債
地方債
短期社債
社債
その他
小計

―
―
―
28
―
28
188
―
―
―
―
188
216

―
―
―
29
―
29
183
―
―
―
―
183
212

―
―
―
0
―
0

△ 5
―
―
―
―
△ 5
△ 4

188
―
―
30
―
218
―
―
―
―
―
―
218

188
―
―
31
―
220
―
―
―
―
―
―
220

0
―
―
0
―
1
―
―
―
―
―
―
1

時価が貸借対照表
計上額を超えるもの

時価が貸借対照表
計上額を超えないもの

貸借対照表計上額 時価 差額 貸借対照表計上額 時価 差額
満期保有目的の債券

2024年9月末 2024年3月末

種類

株式
債券
 国債
 地方債
 短期社債
 社債
外国証券
その他
小計

株式
債券
 国債
 地方債
 短期社債
 社債
外国証券
その他
小計

595
5,302
1,835
1,803
―

1,663
2,111
927
8,937
204

10,267
1,793
1,974
―

6,498
5,087
5,103
20,662
29,599

446
5,274
1,819
1,800
―

1,654
1,851
792
8,365
229

10,601
1,913
2,000
―

6,687
5,193
6,017
22,041
30,406

149
27
15
3
―
8

259
134
572
△ 25
△ 334
△ 119
△ 25
―

△ 189
△ 106
△ 913
△ 1,379
△ 807

792
4,882
2,370
1,519
―
992
2,393
1,060
9,129
126
8,286
1,479
1,185
―

5,621
4,807
5,002
18,223
27,352

574
4,810
2,370
1,519
―
987
2,098
873
8,356
139
8,593
1,607
1,200
―

5,785
4,946
5,907
19,587
27,944

218
71
47
19
―
4

295
187
772
△ 13
△ 307
△ 128
△ 14
―

△ 164
△ 138
△ 905
△ 1,364
△ 591

貸借対照表計上額が
取得原価を
超えるもの

貸借対照表計上額が
取得原価を
超えないもの

貸借対照表計上額 取得原価 評価差額 貸借対照表計上額 取得原価 評価差額
その他有価証券

2024年9月末 2024年3月末

（単位：百万円）
らに準ずる債権」に該当しない債権です。

　　３．「要管理債権」とは、信用金庫法上の「三月以上延滞債権」に該当する
貸出金と「貸出条件緩和債権」に該当する貸出金の合計額です。

　　４．「三月以上延滞債権」とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日
から三月以上遅延している貸出金で、「破産更生債権及びこれらに準
ずる債権」及び「危険債権」に該当しない貸出金です。

　　５．「貸出条件緩和債権」とは、債務者の経営再建等を図ることを目的とし
て、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他
の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で、「破産更生債権及び
これらに準ずる債権」、「危険債権」及び「三月以上延滞債権」に該当し
ない貸出金です。

　　６．「個別貸倒引当金」（Ｃ）は、貸借対照表上の個別貸倒引当金の額のう
ち、「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」及び「危険債権」の債権
額に対して個別に引当計上した額の合計額です。

　　７．「一般貸倒引当金」（Ｄ）には、貸借対照表上の一般貸倒引当金の額の
うち、要管理債権の債権額に対して引当てた額を記載しております。

　　８．「担保・保証等」（Ｅ）は、自己査定に基づいて計算した担保の処分可能
見込額及び保証による回収が可能と認められる額の合計額です。

　　９．「正常債権」（Ｆ）とは、債務者の財政状態及び経営成績に特に問題が
ない債権であり、「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」、「危険債
権」及び「要管理債権」以外の債権です。

　　10．「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」、「危険債権」及び「正常債
権」が対象となる債権は、貸借対照表の「有価証券」中の社債（その元
本の償還及び利息の支払の全部又は一部について保証しているもの
であって、当該社債の発行が有価証券の私募（金融商品取引法第２
条第３項）によるものに限る。）、貸出金、外国為替、「その他資産」中の
未収利息及び仮払金並びに債務保証見返の各勘定に計上されるも
の並びに注記されている有価証券の貸付けを行っている場合のその
有価証券（使用貸借又は賃貸借契約によるものに限る。）です。

122,004 123,956 54,802 55,971



トピックス
くずうフェスタ2024参加（葛生支店職員参加）

信用金庫の日「献血運動」実施

信用金庫の日「おもてなしイベント」実施

栃木県内信用金庫取引先向け「省エネセミナー」開催

第97回通常総代会、総代候補者選考委員会開催

クールビズからスーパークールビズへの移行（～10月31日）
※スーパークールビズとは

　

新総代体制スタート

サマーフェスタinいわふね2024参加（岩舟支店職員参加）

さの秀郷まつり市民総踊り参加（役職員参加）

さの秀郷まつり清掃ボランティア参加（役職員参加）

（注）その他の時間帯は110円（消費税込）でお引出しができます。
提携金融機関 ： 佐野信用金庫、足利銀行、栃木信用金庫
 大田原信用金庫、烏山信用金庫、真岡信用組合
 那須信用組合

栃木県内７つの提携金融機関のATMなら、以下の時間は手数料
無料です。

平日の出金 8：45～18：00

とちまるネットサービス

お客さまからのご意見をいただき、より良いサービスが提供できる
よう「お客さま相談センター」を設置しております。
フリーダイヤル　0120-357-500
受 付 時 間 9：00～17：00

（注）土・日・祝休日、年末年始は除きます

お客さま相談センター

お客さまからいただいた貴重なご意見を庫内ポータルサイト上に掲載
し、必要な業務のカイゼンとお客さま満足度の向上に努めております。

お客さま一言メモ

毎週日曜日（ローン・年金相談会）

お問合せ先　0283-24-7411
（注）年末年始・ゴールデンウィークを除きます

営 業 時 間 9：00～17：00

南支店日曜相談窓口

佐野市役所ATM
イオンモール佐野新都市ATM

本 店 営 業 部

田 沼 支 店

堀 米 支 店

南 支 店

岩 舟 支 店

〒327ー0013 佐野市本町2910番地
 TEL. 0283ー22ー3377
〒327ー0317 佐野市田沼町291番地1
 TEL. 0283ー62ー1515
〒327ー0843 佐野市堀米町285番地11
 TEL. 0283ー24ー4411
〒327ー0831 佐野市浅沼町43番地4
 TEL. 0283ー24ー7411
〒329ー4307 栃木市岩舟町静5160番地5
 TEL. 0282ー55ー2955

石 塚 支 店

葛 生 支 店

西 支 店

〒327ー0103 佐野市石塚町2709番地
 TEL. 0283ー25ー2122
〒327ー0507 佐野市葛生西1丁目1番18号
 TEL. 0283ー86ー3875
〒327ー0004 佐野市赤坂町954番地2
 TEL. 0283ー23ー5788

店舗のご案内

地域とお客さまのために

さのしんSDGs宣言

URL.https://www.sanoshin.co.jp  e-mail：info-ss@po.sanoshin.co.jp

信用金庫の日「献血運動」信用金庫の日「おもてなしイベント」

さの秀郷まつり市民総踊り参加

全国どこの信用金庫でも、以下の時間は手数料無料です。

（注）本サービスの対象とならないしんきんATMが一部ございます。

平日の入出金 8：45～18：00
土曜の出金 9：00～14：00

しんきんATMゼロネットサービス

窓口昼休み休業（11：30～12：30）全店舗実施

佐野信用金庫は、国連が提唱する「持続可能な開発目標（SDGs）」
が目指す取組みに賛同し、当金庫の協同組織・地域金融機関として
の特性を踏まえたうえで、事業活動を通じて、持続可能な社会の実
現に向けた活動に取り組んでまいります。

SDGs
のゴール

5月11日

6月12日

6月14日

6月20日

6月25日

7月  1日

7月11日

8月10日

9月28日

9月30日

室温28℃でも快適に過ごすノーネクタイ・ノージャケットなど従来の
クールビズをさらに徹底する取組みのことであり、より一層の軽装化や
暑さをしのぐ日常の工夫など、節電に貢献しながら夏場のオフィスでも
涼しく効率的に働くためのビジネススタイル。


